
　茨城県行政書士会では、災害時における支援協力に関する協定を、下記のとおり守谷市と締結いたしました。
　これは、先の東日本大震災を踏まえ、大規模災害発生時に自治体等からの要請に応じ、茨城県行政書士会が直ち
に無料相談窓口を設置するなど、行政書士業務により被災者支援を行おうとするものです。
　今回の協力協定は、災害が発生した場合に、守谷市からの要請により、本会の県南支部（支部長代行 石井 徹）
が窓口となり、茨城県行政書士会が被災者支援を実施するものです。

記
１　支援協力に関する協定相手方： 守谷市
２　支援協力に関する協定締結日： 平成28年11月28日
３　協定締結の状況
　　守谷市役所において、会田真一市長と國井豊茨城県行政書士会会長が協定書に調印を行いました。
　　出席者
　　　守谷市側　会田真一市長､ 橋本孝夫副市長、坂浩生活経済部長、
　　　　　　　　交通防災課（高橋賢一郎課長、鬼柳一樹副参事、落合一課長補佐
　　　　　　　　福島敦係長、岡田健太主事）
　　　本会側　　國井豊会長、渡邉律三副会長、石井徹県南支部支部長代行
　　　　　　　　雨貝洋子県南支部副支部長、古賀康夫県南支部副支部長
４　災害協定の主な内容
　　本会は、守谷市の要請により無償で次の業務を行う。
　　　①被災者支援相談窓口の開設
　　　②守谷市への本会会員の派遣
　　　③その他､ 被災者支援のために守谷市が必要とする事業への協力
　　　④支援要請手続及び連絡調整については、原則として茨城県行政書士会県南支部を経由して行う。
５　茨城県行政書士会が、既に災害時における被災者支援協力のための協定を締結した自治体（17市町村）
　　北茨城市（Ｈ24年７月）、水戸市（Ｈ26年５月）、行方市（Ｈ26年７月）
　　日立市（Ｈ26年８月）､ 東海村（Ｈ26年８月）､ 常陸太田市（Ｈ26年10月）
　　那珂市（Ｈ26年10月）、城里町（Ｈ27年４月）、つくば市（Ｈ27年７月）
　　潮来市（Ｈ27年11月）､ 龍ケ崎市（Ｈ27年11月）､ 鉾田市（Ｈ27年12月）
　　神栖市（Ｈ27年12月）､ 鹿嶋市（Ｈ28年１月）､ かすみがうら市（Ｈ28年２月）
　　笠間市（Ｈ28年２月）、境町（Ｈ28年９月）
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守谷市と茨城県行政書士会との
「災害時における支援協力に関する協定」の締結について
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